
第２号様式（第４条） 

障がい福サービス事業所物価高騰対策支援金所要額調書 

 

                                   事業所名  Ａ事業所                    

                                   サービス種別   日中一時支援                 

                                  

対象となる経費 

        

（Ａ） 

千葉県に申請見込

みの支援金額        

（Ｂ） 

差引額 

（Ａ－Ｂ） 

     （Ｃ） 

給付上限額 

        

（Ｄ） 

支援金額 

（Ｃ、Ｄのいずれかの

少ない方の金額） 

   （Ｅ）  

給付決定額 

 

（Ｆ） 

        

296,000円 

        

0円 

       

296,000円 

      

  160,000円 

       

160,000円 

 

160,000円 

 

 

 対象となる経費（Ａ）：令和６年１２月から令和７年１１月までの食材料費及び水道光熱費の総支出額から 1,000円

未満を切り捨てた額 

※令和６年１２月から令和７年１１月までの間にサービスの提供を開始した事業所は、サービ 

スの提供を開始した月から令和７年１１月までの食材料費及び水道光熱費の総支出額から 

1,000円未満を切り捨てた額 

記入例 

令和7年度も千葉県は社会福祉施設事業所に対し同様の支援金を行

う予定のため、「令和6年度社会福祉施設物価高騰対策支援事業

（障害分）」を申請した事業所は、その同額を記載してください。 

新規開設の事業所や上記支援事業の対象とならない事業所、同系

列の事業所が申請をしたため、申請を行わなかった事業所などに

ついては、「0円」と記載してください。 


